
庁 議
日時：１０月２日（月）AＭ９：００ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 市民生活部長

２ 和解についての専決処分について 健康医療部長

３ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 健康医療部長

【連絡事項】

１ 第２次太田市総合計画「第８次実施計画」の策定について 企画部長

２ 令和６年度予算編成方針について 総務部長

３ 第６８回全日本実業団対抗駅伝競走大会（ニューイヤー駅伝２０２４ 文化スポーツ部長

inぐんま）中継所の新設について

４ 令和５年度太田市敬老コンサートについて 福祉こども部長

５ 太田市保育園等利用児童おむつ給付事業について 福祉こども部長

６ 帯状疱疹任意予防接種費用の一部助成について 健康医療部長

７ 太田市産業環境フェスティバルの開催について 産業環境部長

８ 第２弾太田市デジタル金券（ＯＴＡＣＯ）普及キャンペーン事業につ 産業環境部長

いて

９ 令和５年度太田市民文化功労賞・奨励賞受賞者の決定について 教育部長

【その他】

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆次回庁議予定◆１０月２３日（月）ＡＭ９：００～ ＜庁議室＞案件名報告：１０月１１日（水）PM5:00
資料提出：１０月１６日（月）PM5:00



１０月 ２日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

市民生活部長 氏名 大谷 健 内線2400

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

市営無料バス運行中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを

報告するものです。

【 概 要 】

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認しました。

３ 損害賠償の支払い

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 一般自動車保険にて対応しました。

４ その他

地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和５年１０月委員会協議会あてに報告しま

す。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 市民生活部 交通対策課 公共バス運行管理係 55－4666 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

（損害額）

過失

割合
事故概要

1 令和５年９月２８日
59,607円

（59,607円）

１０

割

○概要
令和５年８月２１日、市営無料バ

スを運行中、太田市新田木崎町１

２６２番地１付近の県道において

十字路を左折したところ、当該市

営無料バスの左側側面が相手方宅

の塀に接触し、当該塀を損傷させ

たことにより、その所有者である

相手方に損害を与えたものであ

る。



 １０月 ２日 庁議提出案件           資料No.２    
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            健康福祉部長 氏名 大澤 美和子  内線（TEL）３４００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  公用車の運転中に発生した事故に関し、和解することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和５年８月２３日 

物的損害賠償額 

  18,000円 

（ 90,000円） 

※ 

市 

8割 

 

相手方 

2割 

令和5年5月25日午前11時頃、太田

市飯田町818番地付近の市道にて、

職員が運転する公用車が太田市保

健センター駐車場に入るため左折

したところ、相手方が運転するス

クーターと接触し、公用車が損傷

したものです。 

 ※市8割、相手方2割の過失割合ため、相手方は市に18,000円を支払う。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

 

３ 保険対応  

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 一般自動車保険にて対応しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和５年１０月委員会協議会あて 

に報告します。 

 

 

 

【 備 考 】問い合わせ先  健康医療部 健康づくり課 母子保健係 電話 46-5115 



 １０月 ２日 庁議提出案件           資料No.３    
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            健康福祉部長 氏名 大澤 美和子  内線（TEL）３４００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報

告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和５年８月２３日 

人的損害賠償額 

  53，684円 

（ 53，684円） 

－ 

令和5年5月25日午前11時頃、太田

市飯田町818番地付近の市道にて、

職員が運転する公用車が太田市保

健センター駐車場に入るため左折

したところ、相手方が運転するス

クーターと接触し、相手方が負傷

したものです。 

 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

 

３ 損害賠償の支払い  

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 一般自動車保険にて対応しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和５年１０月委員会協議会あて 

に報告します。 

 

 

 

【 備 考 】問い合わせ先  健康医療部 健康づくり課 母子保健係 電話 46-5115 



１０月２日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線 ２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

第２次太田市総合計画「第８次実施計画」の策定について

【 目 的 】

実施計画は「第２次太田市総合計画」の目指す将来の都市像「人と自然にやさしく、品格の

あるまち太田」を実現するため策定する計画で、ローリング（見直し）しながら毎年度策定し

ます。総合計画（後期行動計画）期間内に実施する事業を、財政計画と整合を図り取りまとめ

た計画であり、関係年度の予算編成の指針となります。

【 概 要 】

１ 計画の概要

（１）計画期間 令和６年度（１年間）

（２）計画概要 後期行動計画で掲げた各施策や３つの重点取り組み事項（①災害に強い安

全なまちづくりの一層の推進、②スポーツによるまちづくり・地域活性化

の推進、③市域の均衡ある発展と次世代につなぐまちづくりの推進）を推

進し、少子高齢・人口減少社会に対応した持続可能なまちづくりを行うこ

ととします。

（３）実施事業 104事業（投資74、非投資30）

２ 総事業費及び投資的経費（普通建設事業費） （単位：千円）

○事業費総括表（令和６年度） （単位：千円）

３ 今後の予定

・庁議終了後、公開羅針盤V4に掲載

・総務企画委員会協議会報告後、全議員及び報道機関各社に冊子を配付

【 備 考 】

＊問い合わせ先 企画部 企画政策課 企画政策係 ４７－１８９２（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）内線２２９３

総事業費
総事業費のうち投資的経費

（普通建設事業費） Ａ
財政計画 Ｂ

比率
Ａ/Ｂ

R6年度 14,804,840 11,179,036 11,182,624 100.0％

事業費
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

総事業費 14,804,840 1,915,989 309,612 5,541,500 164,386 6,873,353

うち、投資的経費 11,179,036 1,879,269 125,480 5,541,500 75,463 3,557,324

うち、非投資的経費 3,625,804 36,720 184,132 0 88,923 3,316,029



 １０月 ２日 庁議提出案件           資料No.２ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 3.その他（10/2庁内通知後） 】 

 

                総務部長 氏名 瀬古 茂雄  内線（TEL）２３００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

令和６年度予算編成方針について 

 

【 目 的 】 

   令和６年度の予算編成にあたり、その方針を定め、健全財政を基本に予算編成を 

  実施しようとするものです。 

 

【 概 要 】 

○予算編成方針の概要 

  １ 基本方針 

   （１）まちづくりの目標 

       「人と自然にやさしく、品格のあるまち太田」の実現を目指し、市民参画と協働

によるまちづくりを推進します。 

   （２）財政運営の基本的事項 

      健全財政の堅持に努めるとともに、第２次太田市総合計画や各種政策課題におい

ては、重点的かつ優先的に予算配分することで、住民ニーズに的確に対応し均衡あ

る発展に繋がるよう各事業の推進に努めます。 

  ２ 予算編成にあたっての基本的な考え方 

      上記基本方針を踏まえ、更なる飛躍に向けた政策課題への取り組みにより、市民

サービスの向上につなげるための予算とします。 

    【基本的な考え方】 

① 第８次実施計画事業の着実な推進を図る。 

②市民満足度調査結果を予算に反映する。 

③少子化対策、子育て支援、障がい者支援、高齢者支援などの「人にやさしいまち

づくり」、市民の身体や生命又は財産を守るための防災対策や、交通安全対策に

係る施策を積極的に進める。 

④公共施設等総合管理計画を踏まえた個別計画に対し、実施計画と整合性を図りな

がら、予算の重点配分を行う。 

⑤枠配分方式による予算編成を行い、徹底した事務事業の見直しや目的を達成した

事業の廃止などによる歳出抑制を図る。 

     ⑥国及び県の施策に対応した予算を編成する。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   総務部 財政課 財政係 内線 ２３３１ ４７－１８１６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月 ２日 庁議提出案件             資料No.４  
●内 容 【2.連絡事項 】 

○公 開 【1.可】 

○公開時期【2.委員会・委員会協議会後】 

 

               福祉こども部長 氏名 冨岡和正 内線（TEL）2500  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  令和５年度太田市敬老コンサートについて 

 

【 目 的 】 

   各地区敬老会に代わり、有名演歌歌手による敬老コンサートを開催することで、高齢者

の長寿をお祝いするとともに、本市の発展への多年にわたる尽力を労うことを目的とする。 

 

【 概 要 】 

  １ 開催日時  令和５年１１月２９日(水) 

第１部…１３：００～１４：３０ 

          第２部…１６：３０～１８：００ 

２ 会  場  太田市民会館 

  ３ 主  催  太田市・太田市社会福祉協議会 

  ４ 対 象 者  ６５歳以上の高齢者 

  ５ 出 演 者  坂本 冬美 

  ６ 募集人数  各回１３００人 ※定員を超えたら抽選 

７ 入 場 料  無料 

  ８ 申込方法  ぐんま電子申請受付システムまたは往復ハガキに必要事項(郵便番号・

住所・氏名・生年月日・電話番号・希望の部(第二希望まで可))を書い

て、長寿あんしん課宛に申し込む。※申し込みは３名まで 

  ９ 申込期間  令和５年１０月１５日(日)～１１月３日(金)※当日消印有効 

  10 そ の 他  広報おおた１０月１５日号と１０月発行の行政センターだより、市ホー

ムページで周知。 

           

【 備 考 】 

 

＊ 問合せ先 福祉こども部 長寿あんしん課 いきがい推進係 内線 ２５４１ 

４７－１８２９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１０月 ２日 庁議提出案件            資料No. ５  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              福祉こども部長 氏名 冨岡 和正  内線（TEL）２５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市保育園等利用児童おむつ給付事業について 

 

【 目 的 】 

市内保育園等に在園する園児に対して、紙おむつ及びおしり拭きの物品を定額利用（サブ

スクリプション）する費用を負担することにより、在園児の保護者及び保育士のおむつ等の

管理負担を軽減する。また、国が推奨する使用済みおむつの自園処理を推進するため、ごみ

処理費用についても併せて助成することにより市内保育園等の保育環境の充実を図るもの

です。 

 

【 概 要 】 

 １ 事業概要 

⑴おむつ給付事業 

対象者  市内保育園等に在園している０・１歳児の園児 

事業内容 保育園等で使用する紙おむつ及びおしり拭きのサブスクリプションに 

係る費用の助成 

事業開始 令和６年４月（予定） 

   ⑵ごみ処理費助成事業 

    対象   市内保育園等 

    事業内容 保育園等で発生する使用済みおむつを含む事業ごみ処理費用の一部を 

補助 

    事業開始 令和６年４月（予定） 

２ 今後のスケジュール（予定） 

    令和５年10月中旬  おむつ等給付事業者の公募 

        11月下旬  おむつ等給付事業者の選定 

    令和６年２月～３月 市・保育園等・保護者と給付事業者との調整 

        ４月    おむつ等給付事業の開始 

３ その他 

    おむつ等給付事業者の選定については、太田市保育園等利用児童おむつ給付事業委託

事業者選定委員会により選定を行います。委員構成は、太田市保育園連絡協議会、太田

市幼稚園・認定こども園協会、市職員となります。     

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 こども課 施設管理係 内線3131 47－1830 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１０月 ２日 庁議提出案件 資料No.６
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大澤 美和子 内線（TEL）３４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

帯状疱疹任意予防接種費用の一部助成について

【 目 的 】

帯状疱疹の任意予防接種にあたり、市民の負担を軽減するため、予防接種費用の一部助成

を実施するものです。

【 概 要 】

１ 助成開始日 令和６年１月４日（木）から

２ 対象者 接種日に５０歳以上で太田市に住民登録がある方

３ 対象ワクチン ・乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」（以下、「水痘ワクチン」という。）

・乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」（以下、「帯状疱疹

ワクチン」という。）

４ 助成回数 下記の対象ワクチンのうち、どちらかを生涯１度限り（帯状疱疹ワクチ

ンは２回を１度とします。）。

・水痘ワクチン 接種回数：１回

・帯状疱疹ワクチン 接種回数：２回

５ 助成金額 ・水痘ワクチン ４,０００円

・帯状疱疹ワクチン １０,０００円（１回あたり）

６ 実施場所 太田市医師会指定医療機関

７ 接種方法 事前に電話等で申し込み後、専用予診票により指定医療機関接種。

接種者は、予防接種料金から助成金額を差し引いた金額を医療機関へ支

払う。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 健康づくり課 管理係 外線４６－５１１５



 １０月２日 庁議提出案件            資料No.７  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

 

              産業環境部長 氏名 井上 恵美子   内線（TEL）２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市産業環境フェスティバルの開催について 

 

【 目 的 】 

本市の産業振興を目的とした産業フェスティバルと環境啓発としての環境フェアを 

合同開催するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 日  時  令和５年１１月１２日（日） 午前９時から午後２時３０分まで 

 

 

２ 会  場  太田市新田文化会館・総合体育館（エアリス） 

 

 

３ 主  催  太田市産業フェスティバル実行委員会（出展予定：６４団体） 

太田市環境フェア実行委員会（出展予定：２２団体） 

 

４ 事業内容  

・産業フェスティバル 産業関連団体による活動展示、地場産品の販売、ものづく

り体験、富士スバル㈱及び日野自動車㈱による車両展示、

スタンプラリー、ステージイベントなど 

・環境フェア  環境関連団体による活動展示、ソーラートレイン運行、 

リサイクル製品・エコグッズ販売 

 （同時開催）   まちの先生見本市（出展予定：２０団体） 

 

【 備 考 】 

＊問い合わせ先 

・産業フェスティバル        産業政策課 工業振興係 内線2643 47-1834 

・環境フェア、まちの先生見本市   環境対策課 環境保全係 内線2622 47-1893 

 



 １０月２日 庁議提出案件            資料No.８  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

 

              産業環境部長 氏名 井上 恵美子   内線（TEL）２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

第２弾太田市デジタル金券（ＯＴＡＣＯ）普及キャンペーン事業について 

 

【 目 的 】 

物価高騰により落ち込んだ消費を下支えするために、引き続き太田市デジタル金券

（ＯＴＡＣＯ）を活用し生活者支援を行う。また併せてキャッシュレス決済を推進す

ることにより利用者及び加盟店の拡大を図り、市内経済の活性化につなげる。 

 

【 概 要 】 

 １ キャンペーン内容 

  ・実施内容  期間中のチャージ購入に対してキャンペーンポイントを付与 

  ・実施期間  令和５年１０月２日（月）から令和５年１２月３１日（日）まで 

          ※令和５年１０月２日（月）午前９時より販売開始 

  ・購入限度額 ２０，０００円 

  ・付与率   ２０％ 

  ・付与上限  ４，０００ポイント／期間中１人あたり 

  ・事業費  ４８５，７０５，０００円 

  ・対象者   スマートフォンアプリ会員及び専用磁気カード会員 

  ・使用期限  ポイント分    令和６年２月２９日 

    チャージ購入分  令和７年２月２８日 

 ２ 販売方法 

   ・チャージ式による販売（アプリ・チャージ専用磁気カード） 

   ・セブン銀行ＡＴＭ、クレジットカード、産業政策課窓口にてチャージ販売 

 

 ３ その他 

  ＯＴＡＣＯ×市公式ＬＩＮＥ デジタル普及キャンペーンについて 

  ・ＬＩＮＥ登録者にＯＴＡＣＯ加盟店で使用できるクーポン券を配布し、クーポン 

  加盟店で食事や買い物を楽しんでもらうことを目的とする。 

  ・実施期間  令和５年１０月１日～令和５年１２月３１日 

  ・利用店舗  ＯＴＡＣＯ加盟店のうち、本キャンペーンに賛同する店舗 

  ・そ の 他  ＯＴＡＣＯによる支払いが条件 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 産業環境部 産業政策課 商業係 内線2641 47－1834 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月 ２日 庁議提出案件           資料No.９      
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              教育部長 氏名 小内 正   内線（TEL）１３０１   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 令和５年度太田市民文化功労賞・奨励賞受賞者の決定について 

 

 

【 目 的 】 

 太田市の芸術、文化の分野において顕著な業績をあげ、太田市の文化の向上・発展のために

貢献した個人に太田市民文化功労賞を、また、その各分野において活躍し、将来を期待される

個人に太田市民文化奨励賞を贈呈し、市民文化活動の奨励・高揚を図ることを目的とします。 

 

 

 

 

【 概 要 】 

  １ 選考委員会  日時 令和５年８月３０日（水）、午後３時～４時１５分 

会場 太田市役所 ９Ｂ会議室 

 

  ２ 選考結果   ○太田市民文化奨励賞受賞者 １名 

 

            須
す

 賀
が

 昌
まさ

 夫
お

  音響芸術分野  民謡 

 

３ 表彰式    日時 令和５年１１月１日（水）、午後１時３０分～ 

           会場 太田市役所 ９Ａ会議室 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  教育部 生涯学習課 社会教育係   外線２２－３４４２ 

 


